
「那賀町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、その概要を公表します。

１．職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の総数 （単位：人）

採用者数

本庁等
病院・診療所等
消防
合計職員数

（２）職員の採用状況 （単位：人）
備考

医師１

医師3

（３）再任用の状況 （単位：人）
備考

（４）職員の退職状況 （単位：人）
男 女 合計 備考

55
32

58
33

2
▲ 2

（　）はうち
短時間

2209

行政職

技能労務職

14
32

17

14
6
1
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人事行政の運営等の状況の公表

区分
平成２７年４月２日以降

備考
平成２８年
４月１日採

用者数

区分間の
異動者数

平成２８年
４月１日職

員数

再任用者数

採用年月日 職　　　　　種 男 女 合計

300

退職者数
( )はうち再任用

平成27年4月1日 医療職 1
8

2 0

1

新採8(看護師１消防１含む）

0

6 2

計 0 2 2

6

平成28年4月1日
0

技能労務職

医療職

合計
行政職

行政職

3 9

0
採用年月日 職　　　　　種 男

技能労務職 2 2
0

退職年度 職　　　　　種

平成２６年度中
定年退職 2 2 4
勧奨退職 2 1 3

普通退職（自己都合）等 2 2 医師含む
計 6 3 9

平成２７年度中
定年退職 2 3 5
勧奨退職 6 4 10

普通退職（自己都合）等 4 1 5 医師含む
計 12 8 20

21 ( 1)300

平成２７年
４月１日職

員数

2

女

0

14

0

平成27年4月1日

計

技能労務職 1

平成28年4月1日
行政職 7 7

医療職
1

計 0 1 1

新採14(保育士4含む）
医療職 1 2 3

技能労務職 0

看護師

医療職 0

計 8 9 17

行政職 1 1

平成27年9月1日
行政職 1 1

技能労務職 0

計 0 1 1

平成27年10月1日

計 0 1 1

看護師

医療職 0



（５）部局別職員数 （単位：人）

（６）部門別職員数の状況 （各年４月１日現在　単位：人）

２．職員の給与の状況

（１）人件費の状況（普通会計決算） （単位：千円）

区　　分

（２）職員給与費の状況（普通会計予算） （単位：千円）

計　　Ｂ

人
※給与費は、平成２８年度一般会計予算書に計上された数値です。

部局別 平成２７年４月１日 平成２８年４月１日
条例に定める職員定数
平成２８年４月１日現在

町長の事務部局 237 239 250
議会の事務部局 2 2 3
教育委員会の事務部局 26 25 30
農業委員会の事務部局 1 1 1

消防職員 33 32 35
合計職員数 300 300 322

区　　　　　　分 職員数 対前年増減数
部　　　　　　門 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平２７ 平２８

一般行政部門

議会 2 2 2 0

税務 7 7 6

0
総務 48 47 50 ▲ 1 3

0 ▲ 1
民生 59 65 64 6 ▲ 1
衛生 32 31 30 ▲ 1 ▲ 1
労働 0 0 0 0 0

農林水産 17 17 17 0 0
商工 3 3 4 0 1
土木 11 11 10 0 ▲ 1
小計 179 183 183 4 0

特別行政部門
教育 31 26 25 ▲ 5

小計 63 59 57

▲ 1
消防 32 33 32 1 ▲ 1

▲ 4 ▲ 2

公営企業等会計
部門

病院 55 54 55 ▲ 1 1
水道 0 0 0 0

その他 4 4 5 0 1
小計 59 58 60 ▲ 1 2

合　　　　　　計 301 300 300 ▲ 1 0
※職員数は、各年度の4月1日現在定員管理調査に基づき算出しています。ただし、町長、副町
長、教育長、再任用（短時間勤務）は、除いています。
※非常勤職員・臨時的に雇用された職員は含まれていません。

平成２７年３月３１日住民基
本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率

平成２７年度 9,278 11,014,893 1,594,733 1,957,928 17.8

1,390,170

※人件費には、議員、委員等報酬、特別職に支給される給料及び市町村職員共済組合負担金等を
含みます。

区　分
職員数

Ａ

給　　　与　　　費 １人当たり給与費

給料 職員手当
期末・勤勉

手当
Ｂ／Ａ

5,745平成２８年度 242 887,446 160,003 342,721

監査委員の事務部局 1 1 3



（３）ラスパイレス指数
年度 各年４月１日現在

Ｈ２４
Ｈ２５
Ｈ２６ (　　)は、給与特例法の措置がなかった場合の参考値
Ｈ２７
Ｈ２８

（４）職員の平均給与額 （単位：円）
職種区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職
医師職
技能労務職
一般行政職  
医師職
技能労務職

                                                                         
※平均給料月額とは、各年度の４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

※各欄の数値は、地方公務員給与実態調査により算出したものです。

（５）初任給基準 （単位：円）

（６）一般行政職の級別職員数の状況

※那賀町の職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※標準的な職務の内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務を示しています。
※各欄の数値は、地方公務員給与実態調査により抜粋したものです。

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の
給与水準を100とした場合の地方公務
員の給与水準を示す指数を言います。

104.1(96.1)
104.1(96.1)

96.6
96.9

会計年度

平成２７年度
43.4 328,400 383,800
39.4 414,600 1,034,100
49.3 283,000 301,800

平成２８年度
42.3 315,800 373,800
39.1 427,800 1,265,700
49.1 279,700 302,400

※平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、通勤手当、地域手当、住居手
当、時間外勤務手当、宿日直手当などの諸手当の額を合計したものです。

職種区分 試験の種類 学歴免許等 級　　号俸 給料月額

一般行政職

上級 大学卒 １－２５ 176,700

中級
短大３卒 １－１９ 163,200

短大２卒

高校卒 １－　１ 126,400

１－１５ 157,300

初級 高校卒 １－　５ 144,600

職員数 構成比(%) 職員数 構成比(%)

技能職 高校卒 １－１３ 137,900

労務職

技
能
労
務
職

6 参事・困難な業務を処理する課長 27 19.0 24

平成２８年４月１日現在 平成27年4月1日
級区分 標準的な職務の内容

17.1
5 課長・主幹・課長補佐 31 21.8 39 27.9
4 主査・困難な業務を分掌する係長 40 28.2 38 27.1
3 係長・主任・特に経験を必要とする業務を行う主事 17 12.0 19 13.6
2 経験を必要とする業務を行う主事 4 2.8 2 1.4
1 主事・主事補・技師補 23 16.2 18 12.9

合　　　　　　計 142 100.0 140 100.0

未定



（７）職員手当の状況
制度の状況（平成２８年４月１日現在）

手当の種類

・配偶者　　　　　　月１３，０００円

・配偶者以外　　　月　６，５００円

・配偶者がいない場合１人目 月１１，０００円、２人目から 月  ６，５００円

・特定期間の加算　子のうち１５歳から２２歳の者は、５，０００円加算

　通勤のために自動車等を使用し、距離片道２キロメートル以上の者に支給する。

・　２ｋｍから 　６ｋｍまで ４，２００円
・　６ｋｍから １０ｋｍまで ６，０００円
・１０ｋｍから １４ｋｍまで ８，４００円

家賃額（月） 住居手当支給額（月）

・２３，０００円以下 → 家賃額－１２，０００円

・２３，０００円超５５，０００円未満 → （家賃額－２３，０００円)×1/2＋１１，０００円

・５５，０００円以上 → ２７，０００円

職務の級

支給内容等

課長補佐

扶養手当

通勤手当 ※以上４ｋｍ毎に段階的に２，５００円
から２，８００円増額

住居手当

居住するための住宅を借り受け、使用料を支払っている場合に支給する。

管理職手当

職区分 区分

４級 課長補佐

医療職 職務の級と職に応じて給料月額の５％から３０％を支給する。

行政職

６級
参事
課長

５級
課長

４９，４００円

時間外勤務
手当等

時間外勤務の種類 時間外勤務手当１時間の算出＝給料の時間単価×下記の支給割合

勤務日の時間外勤務 １００分の１２５
勤務日の時間外勤務（月60時間超過） １００分の１５０
土曜日等の時間外勤務 １００分の１３５
土曜日等の時間外勤務（月60時間超過）

宿日直手当
等

宿・日直一回につき
本庁、支所 　４，２００円

医師 １５，０００円
看護師

６月期 １．２２５月 ０．８００月
１２月期 １．３７５月

１００分の１５０

午後１０時から翌日午前５時
までの勤務

上記の率にそれぞれ１００分の２５を加算

　８，０００円

期末勤勉
手当

支給時期 期末手当支給月数 勤勉手当支給月数

０．８００月
１年間計 ２．６００月 １．６００月

※役職により給料月額の５～１５％が手当基礎額に加算されます。

管理職手当額 備　　考

職に応じて30,000円から40,000円
職に応じて25,000円から30,000円

２３，５００円

２１，２００円



月分

（８）特別職の報酬等の状況

平成２７年度の状況は次のとおりです。
（単位：円）

特殊勤務
手当

名称 算定方法 支給割合又は月額

医師
医師放射線手当

月額３，０００円

病院長・診療所長
給料月額と扶養手当
月額を加算した額に
右記に掲げる支給割
合を乗じて算定する

３０％以内
医長・所長補佐 １５％以内
医師臨床手当 １０％以内
医師危険手当 ５％以内

管理栄養士

５％以内

医師時間外勤務時間診
療業務従事手当

毎月定額 月額１０５，０００円以内

看護師
主任看護師

毎月定額

月額５，０００円
看護師危険手当

薬剤師 月額３，０００円
理学療法士 月額３，０００円
作業療法士 月額３，０００円

月額３，０００円
検査技師 月額３，０００円

地域手当 医師　（給料＋管理職手当＋扶養手当）×０．１０　　一般職　国に準ずる（徳島市2％等）

初任給調整手当 採用１年目から３５年以内の医師に支給　月額412,200円以内

その他

放射線技師 月額５，０００円

定年・応募認定
勤続２０年 20.44500 月分 25.55625 月分
勤続２５年 29.14500 月分 34.58250 月分
勤続３５年 41.32500 月分 49.59000 月分
最高限度 49.59000 49.59000 月分

※定年前早期退職時　退職手当の基礎となる額に２％から最大で３０％の加算があります。

※退職手当については徳島県市町村総合事務組合に事務委任しています。

退職手当

勤続年数
事　　　由

自己都合

区　　　分 給　料　月　額　等

給  料
町　 長
副町長
教育長

723,000
578,400
532,500

報  酬
議   長 255,900
副議長 218,100
議   員 182,000

期末手当

町　 長 ６月期 １．２２５月

※給料又は報酬月額の
１５％が期末手当の基
礎額に加算されます。

副町長 １２月期 １．３７５月
教育長 合　　計 ２．６００月
議   長 ６月期 １．２２５月
副議長 １２月期 １．３７５月
議   員 合　　計 ２．６００月

退職手当
町　 長 在職一ｹ月につき４３．５０／１００ ※　退職手当の支給時期

は任期満了時又は退職時
です。

副町長 在職一ｹ月につき２５．７５／１００
教育長 在職一ｹ月につき２０．００／１００

※退職手当については徳島県市町村総合事務組合に事務委任しています。



３．勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）一般職員の勤務時間の状況

（２）休暇制度の概要（平成２８年４月１日現在）

○年次休暇　１年に付最高２０日間付与され、残日数は翌年に繰り越すことが出来ます。

○傷病休暇　療養のため勤務しないことが、やむを得ないと認められる必要最小限度の期間。(90日以内)

○特別休暇

平成２７年度
１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

３８時間４５分 8時30分 17時15分 12時00分 ～ 13時00分

※平成２７年度の１日の勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までの１日７時間45分、
週３８時間45分勤務で、原則週休２日制となっています。町民サービスの向上、業務の効率化、
経費の削減等の目的で、勤務時間を振替して、勤務時間帯をずらしたり、交代で勤務するなど、
業務内容によって異なる勤務形態を取る部署もあります。

特別休暇の種類 期　　　　　　　　　間
1 公民権行使休暇 その都度必要と認める期間
2 官公署出頭休暇 その都度必要と認める期間
3 骨髄提供休暇 その都度必要と認める期間
4 ボランティア休暇 ５日以内
5 婚姻休暇 ５日以内

6
妊娠中又は出産後の
通院休暇

妊娠月数に応じて定めた回数までで、必要と認める期間

7 分べん休暇
その分べん予定日前８週間(多胎妊娠の場合にあっては１４週間）に当た
る日から分べんの日後８週間目に当たる日までの期間内

8 育児休暇 １日２回それぞれ３０分以内
9 配偶者出産休暇 ２日以内
10 忌引き 続柄に応じて定めた期間内で、必要と認める期間

11
父母、配偶者又は子
の祭日休暇

２日以内

12 夏期休暇 ５日以内

13
感染症まん延防止休
暇

その都度必要と認める期間

14 住居滅失・損壊休暇 その都度必要と認める期間

15
非常災害交通遮断休
暇

その都度必要と認める期間

16
交通機関の事故等に
よる不可抗力休暇

その都度必要と認める期間

17 生理休暇
その都度必要と認める期間。ただし２日を超えるときは、その超える期間
については、傷病休暇による。

18 リフレッシュ休暇 連続する３日以内　(勤務年数4年経過以降５年毎に取得することができる）

19
小学校就学前の子の
看護休暇

５日以内（子が2人以上の場合は10日以内）

20 短期介護休暇 ５日以内（要介護者が2人以上の場合は10日以内）



（３）休暇等の取得の状況

４．職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数

（単位：人）

(２)懲戒処分者数

（単位：人）

５．服務の状況

１．研修を受ける場合
２．人間ドックや健診などの福利厚生に基づく事業に参加する場合

○介護休暇
　介護を必要とする者の一の継続する状態ごとに、連続する２週間以上６月の期間
内において必要と認められる期間取得できる。無給休暇。

○育児休業
３歳に満たない子を養育するため、子が３歳に達するまでの期間を限度として職務
に従事しないことができる。育児休業期間中は無給。

平成２７年１月１日から平成２７年１２月３１日までの年次有給
休暇の取得日数

一般の事務職平均
１１．６日

平成２７年度介護休暇の取得者数 ０人
平成２７年度育児休業の取得者数 ６人

　分限処分は、公務の能率を維持し適正に運営するため、一定の事由がある場合に、
職員の意に反して身分上の不利益処分を行うものです。平成２７年度の分限処分はあ
りません。

処分の事由 免職 休職 降任 降給 合計

１　勤務成績が良くない場合 0 0 0 0 0

２　心身の故障のため 0 0 0 0 0

３　職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0

　懲戒処分は、職員に法令や職務上の義務違反や非行があった場合に、職員に対し
道義的責任を問うもので、地方公共団体の規律を守り公務遂行の秩序を維持すること
を目的としています。平成２７年度の懲戒処分はありません。

処分の事由 免職 停職 減給 戒告 合計

１　法令に違反した場合 0 0 0 0 0

２　職務上の義務に違反し、又
は職務を怠った場合

0 0 0 0 0

３　全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0

　　（１）　職務専念義務免除
　
　職員は、法律や条例に特別の定がある場合を除いて、勤務時間及び職務上の注意
力のすべてを用いて全力をあげて職務に専念しなければなりません。しかし、合理的
理由がある場合には、特例として職務専念義務を免除することを認めています。那賀
町では、次の場合が職務専念義務の免除に該当します。



（２）　訓告等の状況

６．研修及び勤務成績の評定の状況

（１）研修の状況　平成２７年度の研修の状況は次のとおりです。

○　内部研修

○　外部研修

那賀町例規システム操作研修 7

研　修　の　種　類

一般研修

特別研修

定住自立圏共生
ビジョン取組事業

那賀町職員研修　

受講者数(人）
新規採用職員 5

　訓告等は、職員等に非違行為に対する責任を自覚させるとともに、服務を厳正に保
持するため、職員等に対する指導監督上の措置として行うものです。平成２７年度の
訓告等は、ありません。

措置事由 訓告 厳重注意 合計

１　法令に違反した場合 0 0 0

２　職務上の義務に違反し、又
は職務を怠った場合

0 0 0

0 0 0

合計 0 0 0

新地方公会計研修 1

課長級

受講者数(人）

番号制度と源泉徴収事務について
　　　　（税務署）

27

マイナンバー制度について 194

1

31合計

マイナンバー制度研修 29

職員Ⅰ 1
職員Ⅱ

課長補佐級

パソコン研修 2

県公金管理担当者等研修会 1

行政法入門講座
税務職員研修 3

2
法制執務講座

係長級 2

研　修　の　内　容

那賀町職員研修　

那賀町職員研修　

３　全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

契約事務講座 4



（２）平成２７年度勤務成績の評定の状況は次のとおりです。

７．職員の福祉及び利益の保護の状況

８．競争試験及び選考の状況

平成２７年度実施 職員採用競争試験の受験者及び合格者数

選考による採用はありません。

９．勤務条件に関する措置の要求の状況
平成２７年度措置要求はありません。

１０．不利益処分に関する不服申立ての状況
平成２７年度該当はありません。

勤務成績証明者 基準 講ずる措置

その職務について監
督する地位にある者

規則で定めた昇給日前一年間全部を良
好な成績で勤務したとき（年齢５５歳未満）

４号給昇給

平成２７年度受診者数
区分 受診者数(人）

うち男性 うち女性 うち男性

備考
人間ドック（脳ドック含む） 115

健康診断 63 医療機関受診人数

うち女性
区分 受験者数 合格者数

消防士 3 3 0 0 0

15 10 7

看護師 3 0 3 3 0

合   計 45 23 22 17 7 10

3

0

3

　那賀町では、職員の福利厚生制度として、町内医療機関での健康診断を受けた場合は毎年、
人間ドックを受診した場合は３年に１回、受診経費の一部を助成しています。平成28年度からは
人間ドックについても毎年の助成を行います。

事 　務 35 20

4保育士 4 0 4 4 0


